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1 2020年度健康診断の結果について

「文京区さしがや保育園アスベスト健康対策実施要領」に基づき実施する
健康診断について１次検査を８月、２次検査を11月に実施し、各検査後に
専門委員会の医師が読影を行いました。2020年度は１次検査を12名、２
次検査を３名の方が受けましたが、アスベスト疾患による病変のある方はい
ませんでした。

2021年度は６月頃にご案内を郵送し、8月頃より健診を実施する予定です。
＊なお、健康上何かご心配のある場合は健診の開催時期にかかわらず、事務局にご連絡

ください。専門委員会が迅速に対応いたします。

１次検査（X線写真撮影） 受診者：12名
（元園児：8名、職員・元職員：4名）

２次検査（胸部CT写真撮影）受診者：3名（職員・元職員：3名）

２ さしがや保育園アスベスト健康対策実施要綱と大気汚染防止法の改正について

大気汚染防止法が改正されたことに伴い、文京区立さしがや保育園アスベスト健康対策
実施要綱（以下「要綱」といいます。）第12条第２号ウの引用条文を、要綱第13条のた
だし書きに基づいて以下のとおり変更いたします。
【改正箇所】
改正前：大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第18条の15第１項及び第２項
改正後：大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）第18条の17第１項及び第２項

【大気汚染防止法と石綿障害予防規則の改正について】
主な改正点は以下の通りで、段階的に施行されます。
①規制対象となる建材がレベル３まで拡大され、作業基準が新設されます。
②延べ面積80㎡以上の解体工事又は請負金額100万円以上の改修工事に
ついて、事前調査結果の報告が義務化されます。
③事前調査を行う際、その調査者について資格が必要となります。
文京区では、来年度以降の施行に向けて体制を強化し区内解体工事等にお
けるアスベスト対策に取り組んでまいります。
また、区有建築物については、これまでも解体工事等を実施する際には事前にレ
ベル3も含めサンプル調査を行う等、アスベストの飛散防止に努めてまい
りました。
今後も、引き続き細心の注意を払って各種工事を行ってまいります。



６ 文京区ホームページからもご覧いただけます

健康診断や健康リスク相談・心理相談のお知らせ、

専門委員会の会議録などは

文京区のホームページからもご覧いただけます。

５ 委員の交代について

第８期(2020～2021年度)より以下の委員が新たに就任し、前期に引き続き名取委

員が委員長に選出されました。

【新たに就任した委員】

東 賢一氏（近畿大学医学部環境医学・行動科学教室 准教授）

今井 桂子氏（保護者代表）

加藤 冠氏（東京保健生活協同組合東京健生病院副院長）

加藤 俊介氏（順天堂大学医学部腫瘍内科学研究室 教授）

川金 亜紀氏（保護者代表）

菅野 典浩氏（中皮種・じん肺・アスベストセンター運営委員、弁護士、藤沢市ア

スベスト対策委員会調査認定部会委員）

藤原 直之氏（藤原クリニック 院長）
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４ 健康リスク相談・心理相談

2021年の相談会は、5月２２日(土)の予定です。

詳しくは別途書面にてご案内を送付します。なお、何かご心配のある場合は相談の開催
時期にかかわらず下記の事務局へご連絡ください。専門委員会が迅速に対応いたします。

３ 協定書の名義変更について

文京区は、要綱に基づいた健康対策を確実に実施する約束として、元園児及び保

護者と協定を結んでいます。まだ文京区と協定を結んでいない保護者、元園児はこ

れから協定を結ぶことが可能です。また、元園児が成人となったことから、協定書

の名義を元園児本人単独に変更する「協定書の一部を変更する協定書」を希望者と

締結してます。協定の締結及び名義変更をご希望の方は、幼児保育課幼児保育係ま

でお問い合わせください。

令和３年１月現在、21名の元園児の方と協定書の名義変更を締結し
ています。なお、名義変更を締結しなくても、協定の効力は有効です。

文京区HPの
QRコードです。


